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以 上 

 

本メルマガは山下税理士に日常業務の中から「間違いやすい・見落としがちな」税務のチェックポイントをＱ&Ａ形式で

ご寄稿頂いたものになります。ぜひご参考になさってください。 

『質問』 

スタートアップ企業への経営指導に関する対価の課税関係 

 

≪内容≫ 

関与先のA社は、経営コンサルタント会社ですが、この度、起業するAI企業のB社に対して、将来の

成長戦略のための、経営方針や法務、資金等の経営指導を行いました。  

その経営指導のための契約金額は300万円ですが、B社は、その経営指導の対価を金銭での支払に代

えて、新株を発行（発行価額200万円）してA社に交付することを予定しています。なお、 B社株式の

発行価額は純資産価額ベースで評価すれば、200万円となりますが、A社はB社の将来性を高く評価し、

将来の投資と考えて取引条件を呑んだものであり、また、A社とB社には資本関係がなく第三者間の取

引である点をも考慮すれば、B社株式の価額は、経営指導のための契約金額と同額の300万円であると

評価してよいものと考えました。 

このように、法人が取引の対価を現金以外の現物で支払を受けた場合、収益認識会計基準では、収益

認識の基準となる取引価格を算定するに当たっては、その対価を時価により算定することになっていま

すが、税務上も、収益の額は200万円となるのでしょうか。税務上では、あくまでも契約金額の300万

円を収益として計上し、B社株式の価額300万円との差額は、交際費等ないし寄附金として処理すべき

ではないか、と考えられますが、どうでしょうか。 

 

『答』 

税務上は、仮にその B 社株式の価額 200 万円が適正であったとしても、あくまでも経営指導のための

契約金額 300 万円を収益として計上すべきことになり、その契約金額 300 万円と B 社株式の価額 200 万

円との差額は、別途、交際費等ないし寄附金に該当するかどうかを判断すべきものと捉えられますが、A

社の認識や第三者間の取引であることなどからみて、B社株式の価額は 300万円でよいものと考えます。 

 

（解説） 

１ 法人税にあっては、平成30年度の税制改正により、資産の販売・譲渡又は役務の提供（資産の販

売等）による収益の額は、その販売・譲渡をした資産の引渡しの日における価額又はその提供した役

務につき通常得べき対価の額に相当する金額とすることが明らかにされ（法法22の2④）、販売・譲

渡をした資産又は提供した役務の時価相当額を収益の額として計上するということになります。すな 
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わち、資産の販売等につき第三者間で取引されたとした場合に通常付される価額を収益の額とします

（ 法基通2－1－1の10 ）。  

税務上は、収益認識会計基準と異なり、資産の販売等による収益の額は、その契約における対価の

時価ではなく、販売・譲渡した資産又は提供した役務の時価相当額としなければなりません。 

したがって、ご質問の場合、税務上は、仮にその交付を受けたB社株式の価額200万円が適正であ

ったとしても、あくまでも経営指導の契約金額300万円を収益として計上すべきことになります。 

その契約金額300万円とB社株式の価額200万円との差額は、別途、交際費等ないし寄附金に該当す

るかどうかを判断すべきものと捉えられますが、純資産価額ベースで評価すれば、B社株式の価額は

200万円であるとしても、A社はB社の将来性を高く評価し、将来の投資と考えて取引条件を呑んだ

ものであり、また、第三者間の取引である点をも考慮すれば、B社株式の価額は、経営指導のための

契約金額と同額の300万円である、と評価してよいものと考えます。 

そうしますと、結論的には、会計上も税務上も収益と株式の価額は300万円として計上すべきこと

になります。 

２ なお、ご質問の場合，A社の経理処理は，次のようになるものと考えられます。 

（借） 売掛金  300万円  （貸）売 上 300万円 

    B社株式 300万円     売掛金 300万円 

また、A社はその有する売掛金300万円をB社に現物出資したことになります。しかし、この現物

出資は、A社とB社との間に一切資本関係はないということですから、適格現物出資には該当しませ

ん（ 法法2 十二の十四参照）。  

そうしますと、非適格現物出資として、売掛金を時価で出資（譲渡）したことになり、その譲渡損

益の計上の要否がどうなるかということですが、その売掛金の時価は300万円と捉えてもいいと思い

ます。したがいまして、現物出資によって譲渡損益が生じることはないものと考えます。 
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